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Ⅲ 上流域河川水質調査 

 

１ 概要 

長野県水環境保全条例及び第７次長野県水環境保全総合計画に基づき、ゴルフ場で使用されて

いる農薬による水質汚濁が懸念される河川において水質測定を実施する。 

 

２ 測定頻度 

６月から７月の間に各地点１回実施する。 

 

３ 測定河川数（地点数）、測定項目 

  下記及び 47 ページの一覧表のとおり。 

  測定地点については、従前の上流域河川水質調査及びゴルフ場経営者による排水口等の調査結

果を勘案した上で、複数のゴルフ場が立地している等複合的な影響が想定される地点を選定して

いる。 

  測定項目については、調査地点ごとに水質管理上注視すべき項目を選定している。 

測  定 
河川数 

（地点数） 
測 定 項 目  

３河川 

（３地点） 

一般項目 6 項目 天候、気温、水温、流量、透視度、pH 

農薬 

19 項目 

 

（地点ご

とに測定

項目は異

なる） 

ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩及びＭＣＰＡナトリウム塩、アセタミプリド、

オキシン銅（有機銅）、カフェンストロール、クロチアニジン、クロロタロニ

ル（TPN）、ジチオピル、ダイアジノン、チウラム、チオジカルブ、チフルザ

ミド、テブコナゾール、トルクロホスメチル、フェニトロチオン（MEP) 、フ

ェノブカルブ（BPMC）、プロジアミン、ペンディメタリン、ベンフルラリン、

「メコプロップカリウム塩又はＭＣＰＰカリウム塩、メコプロップジメチル

アミン塩又はＭＣＰＰジメチルアミン塩、メコプロップＰイソプロピルアミ

ン塩及びメコプロップＰカリウム塩」 

 

 



４　測定地点別測定項目
 

1 2 3

湯川 鹿曲川 烏川

軽井沢町茂沢 東御市玉の井 安曇野市西穂高

前日天候 1 1 1

天候 1 1 1

気温 1 1 1

水温 1 1 1

流量 1 1 1

透視度 1 1 1

ｐH 1 1 1

ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩及び
ＭＣＰＡナトリウム塩 1

アセタミプリド 1

アセフェート

アゾキシストロビン

イミダクロプリド

オキシン銅（有機銅） 1 1

カフェンストロール 1

クミルロン

クロチアニジン 1

クロラントラニリプロール

クロロタロニル（TPN） 1 1

ジチオピル 1 1

ジフェノコナゾール

ダイアジノン 1

チアメトキサム

チウラム 1 1

チオジカルブ 1 1

チフルザミド 1

テブコナゾール 1 1

トリネキサパックエチル

トルクロホスメチル 1 1

フェニトロチオン（MEP) 1

フェノブカルブ（BPMC） 1

フェリムゾン

プロジアミン 1 1 1

ペンシクロン

ペンディメタリン 1

ベンフルラリン 1

メコプロップカリウム塩又はＭＣＰＰカリウム塩、
メコプロップジメチルアミン塩又はＭＣＰＰジメチ
ルアミン塩、メコプロップＰイソプロピルアミン塩
及びメコプロップＰカリウム塩

1 1

メプロニル

地域振興局 佐久 上田 松本

採水機関 （委託） （委託） （委託）

東信 東信 中信

※採水と一般項目の測定は、全地点で委託

（委託）一般項目
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 ５ 上流域水質測定地点図 
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 ６ 水質保全目標値、報告下限値及び測定方法 

測定項目 水質保全目標値 報告下限値 測  定  方  法 

ＭＣＰＡイソプロピルアミン
塩及びＭＣＰＡナトリウム塩 

0 . 0 0 5 1   m g / L  0 . 0 0 0 5   m g / L  
通知１※１又は通知３※３の別添 20 の

２ 

アセタミプリド 0 . 0 0 2 5   m g / L  0 . 0 0 0 2 5  m g / L 通知１ 

アセフェート 0 . 0 0 6 3   m g / L  0 . 0 0 1   m g / L  通知１又は通知３の別添 20 の２ 

アゾキシストロビン 0 . 0 2 8    m g / L  0 . 0 0 2 8   m g / L  通知１ 

イミダクロプリド 0 . 0 0 1 9   m g / L  0 . 0 0 0 1 9  m g / L 通知１ 

オキシン銅（有機銅） 0 . 0 0 4    m g / L  0 . 0 0 4   m g / L  
通知２※2 の付表２又は通知３の別添

20 

カフェンストロール 0 . 0 0 2    m g / L  0 . 0 0 1   m g / L  通知１又は通知３の別添５ 

クミルロン 0 . 0 2     m g / L  0 . 0 0 2   m g / L  通知１ 

クロチアニジン 0 . 0 0 2 8   m g / L  0 . 0 0 0 2 8  m g / L 通知１ 

クロラントラニリプロール 0 . 0 0 2 9   m g / L  0 . 0 0 0 2 9  m g / L 通知１ 

クロロタロニル（TPN） 0 . 0 0 8    m g / L  0 . 0 0 4   m g / L  
通知２の付表１の第１又は通知３の

別添 20 の２ 

ジチオピル 0 . 0 0 9 5   m g / L  0 . 0 0 1   m g / L  通知１ 

ジフェノコナゾール 0 . 0 2 5    m g / L  0 . 0 0 2 5   m g / L  通知１ 

ダイアジノン 0 . 0 0 0 0 7 7  m g / L  0 . 0 0 0 0 5  m g / L  通知１又は通知２の付表１の第１ 

チアメトキサム 0 . 0 0 3 5   m g / L  0 . 0 0 0 3 5  m g / L 通知１ 

チウラム 0 . 0 1    m g / L  0 . 0 0 0 6   m g / L  告示※4 付表５又は通知３の別添 18 

チオジカルブ 0 . 0 0 2 7   m g / L  0 . 0 0 1    m g / L  通知１又は通知３の別添 20 の 2 

チフルザミド 0 . 0 3 7    m g / L  0 . 0 0 3 7   m g / L  通知１ 

テブコナゾール 0 . 0 7 7    m g / L  0 . 0 0 7 7   m g / L  通知１ 

トリネキサパックエチル 0 . 0 1 5    m g / L  0 . 0 0 1 5   m g / L  通知１又は通知３の別添 20 の 2 

トルクロホスメチル 0 . 2      m g / L  0 . 0 2     m g / L  通知１ 

フェニトロチオン（MEP) 0 . 0 0 3    m g / L  0 . 0 0 0 3   m g / L  通知１又は通知２の付表１の第１ 

フェノブカルブ（BPMC） 0 . 0 0 1 9   m g / L  0 . 0 0 0 5   m g / L  通知１又は通知２の付表１の第１ 

フェリムゾン 0 . 0 5     m g / L  0 . 0 0 5    m g / L  通知１又は通知３の別添 20 の 2 

プロジアミン 0 . 0 0 4 6   m g / L  0 . 0 0 0 5   m g / L  通知１ 

ペンシクロン 0 . 1      m g / L  0 . 0 1     m g / L  通知１ 

ペンディメタリン 0 . 0 1 4    m g / L  0 . 0 0 1 4   m g / L  通知１ 

ベンフルラリン 0 . 0 0 2 9   m g / L  0 . 0 0 1    m g / L  通知１又は通知３の別添 20 の２ 

メコプロップカリウム塩又はＭＣＰＰカ

リウム塩、メコプロップジメチルアミン塩

又はＭＣＰＰジメチルアミン塩、メコプロ

ップＰイソプロピルアミン塩及びメコプ

ロップＰカリウム塩 

0 . 0 4 7    m g / L  0 . 0 0 4 7   m g / L  通知１ 

メプロニル 0 . 1      m g / L  0 . 0 1     m g / L  通知１ 

※１ 通知１：ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針 

（令和２年３月 27 日付環水大土発第 2003271 号環境省水・大気環境局長通知）に記載の分析法 

（環境省ホームページ参照先 http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/golf_course/analysis.html） 

※２ 通知２：水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について 

（平成 5 年 4 月 28 日付環水規第 121 号環境庁水質規制課長通知） 

※３ 通知３：水質管理目標設定項目の検査方法 

（平成 15 年 10 月 10 日健水発第 1010001 号厚生労働省健康局水道課） 

※４ 昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号 
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７ 採水方法等 

  採水については、次のとおりとする。 

（１）採水方法 

試料は、河川から直接ガラスビンに採水するか、または、ステンレス、ガラスのカップ等

を用いて採水する。ポリ容器は使用しない。 

（２）採水容器等 

採水容器は分析担当機関が準備する。採水担当機関は指定の方法で採水を行う。 

（３）保存方法及び搬入方法 

ア 試料は冷所保存とし、運搬にあたっては保冷容器等を用いる。 

イ 試料の搬入は、宅配便を利用することができ、原則として採水当日に行う。 

（４）採水の日程 

採水日程は、各採水担当機関及び分析担当機関の間で個別に調整する。 

８ 測定結果の報告等 

（１）測定結果の報告 

   採水機関は、測定結果（一般項目）を採水日から 4 日後 17 時までに、別途定める様式に

よりセンターに電子メールにより報告する。 

   センターは、一般項目及び農薬項目の測定結果を別途定める様式にとりまとめ、10 月９日

までに、水大気環境課及び地域振興局に電子メールにより報告する。 

（２）水質保全目標値超過の場合の取扱い 

   センターは、水質保全目標値の超過が判明した場合には速やかに水大気環境課及び採水

地点を所管する地域振興局に報告する。地域振興局は報告を受け次第、関係機関協力のもと

ゴルフ場の農薬使用状況の追跡調査を行い、原因の究明に努める。 

９ 測定結果の公表 

 水大気環境課は年間の測定結果を取りまとめの上、長野県ホームページで公表する。 


